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第１章 基本的事項 

 

１ 策定の趣旨 

  平成30年度から都道府県は、市町村とともに国民健康保険（以下「国保」とい

う。）の保険者となり、財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととなっ

た。 

また、市町村については、地域住民との身近な関係の下、資格管理や保険給付、保

険料（税）率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き

続き担っている。 

  栃木県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）は、県と市町が一体と

なって、国保に関する事務を共通認識の下で実施し、安定的な財政運営並びに市町の

国民健康保険事業（以下「国保事業」という。）の広域的及び効率的な運営の推進を

図るための統一的な方針として定めるものである。 

 

２ 根拠規定 

  ・国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条の2（平成30年4月1日施行） 

 

３ 対象期間 

  運営方針の対象期間は、令和３(2021)年4月1日から令和６（2024）年3月31日までの

３年間とする。なお、必要に応じ、適宜見直しを行う。 

 

４ 策定年月 

  令和２(2020)年○月 
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（百万円） 

第２章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 

   

１ 被保険者数及び医療費の動向と将来の見通し  

（１）被保険者数及び年齢構成 

   平成30(2018)年度の本県の被保険者数は 473,295人、年齢構成は下表のとおりで

あり、国保加入率（※１）は28.1％である。 

 被保険者数の総数は減少しているが、65歳から74歳までの割合は増加している。

これは全国の被保険者数及び構成比の動向と同じ傾向である。 
※１ H30年度国保加入率＝ H30国民健康保険実態調査の被保険者数÷H30栃木県年齢別人口調査結果（0-74歳） 

 

被保険者数及び年齢構成の推移 

被保険者数
（人）

構成比
（％）

被保険者数
（人）

構成比
（％）

被保険者数
（人）

構成比
（％）

被保険者数
（人）

構成比
（％）

0歳～14歳 58,534 10% 51,029 9% 41,924 8% 31,472 7%

15歳～64歳 381,747 63% 357,889 61% 300,620 55% 235,439 50%

65歳～74歳 169,742 28% 178,053 30% 203,910 37% 206,384 43%

計 610,023 100% 586,971 100% 546,454 100% 473,295 100%

被保険者数
（人）

構成比
（％）

被保険者数
（人）

構成比
（％）

被保険者数
（人）

構成比
（％）

被保険者数
（人）

構成比
（％）

0歳～14歳 3,184,630 9% 2,891,778 8% 2,409,441 7% 1,867,611 7%

15歳～64歳 21,568,464 60% 20,666,867 59% 17,498,759 54% 14,173,764 50%

65歳～74歳 11,310,823 31% 11,556,048 33% 12,695,863 39% 12,199,629 43%

計 36,063,917 100% 35,114,693 100% 32,604,063 100% 28,241,004 100%

全国
年齢構成

平成21(2009)年度 平成24(2012)年度 平成27(2015)年度 平成30(2018)年度

栃木県
年齢構成

平成21(2009)年度 平成24(2012)年度 平成27(2015)年度 平成30(2018)年度

 

出典：厚生労働省 国民健康保険実態調査   

（２）国保医療費の動向 

① 国保医療費総額と年齢調整後１人当たり国保医療費 

平成 30(2018)年度の本県の国保医療費総額は、156,770百万円で減少傾向にあ

るが、年齢調整後１人当たり国保医療費は 329,324円と増加傾向にある。 

327,455
343,485

346,503

355,668
354,341

300,463

315,639 319,064

327,324 329,324

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

平成26

(2014)年度

平成27

(2015)年度

平成28

(2016)年度

平成29

(2017)年度

平成30

(2018)年度

年齢調整後１人当たり国保医療費の推移

全国 栃木県

 
  出典：厚生労働省 医療費の地域差分析  

11,046,608 

11,220,012 
10,828,769 

10,517,286 
10,006,941 

168,314 
171,651 

166,933 
163,160 

156,770 

145,000 

150,000 

155,000 

160,000 

165,000 

170,000 

175,000 

9,400,000 
9,600,000 
9,800,000 

10,000,000 
10,200,000 
10,400,000 
10,600,000 
10,800,000 
11,000,000 
11,200,000 
11,400,000 

平成 26 
(2014) 年度 

平成 27 
(2015) 年度 

平成 28 
(2016) 年度 

平成 29 
(2017) 年度 

平成 30 
(2018) 年度 

国保医療費総額の推移 

全国 栃木県 

（単位：百万円） 
（単位：円） 

 

（栃木県） （全国） 

（栃木県） （全国） 
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    平成 29（2017）年度の市町別年齢調整後１人当たり国保医療費及び地域差指 

数（※2）は、最も高い塩谷町と最も低い那須町で 0.183ポイントの差がある。 

※2 各市町の年齢構成を全国の標準的な年齢構成と同じにした場合の１人当たりの医療費を指数化。全国平均は１。 

 

平成 29（2017）年度年齢調整後１人当たり国保医療費及び地域差指数 

保険者名
１人当たり国保

医療費（円） 地域差指数 保険者名
１人当たり国保

医療費（円） 地域差指数 保険者名
１人当たり国保

医療費（円） 地域差指数

宇都宮市 332,212 0.934 矢板市 350,095 0.984 野木町 328,327 0.923

足利市 323,530 0.910 那須塩原市 306,061 0.861 塩谷町 361,431 1.016

栃木市 341,194 0.959 上三川町 336,569 0.946 さくら市 333,040 0.936

佐野市 321,894 0.905 益子町 299,573 0.842 高根沢町 325,549 0.915

鹿沼市 332,493 0.935 茂木町 349,793 0.983 那須烏山市 346,220 0.973

日光市 347,417 0.977 市貝町 298,660 0.840 那珂川町 335,110 0.942

小山市 312,295 0.878 芳賀町 303,539 0.853 那須町 296,398 0.833

真岡市 315,287 0.886 壬生町 341,405 0.960 栃木県 327,324 0.920

大田原市 329,697 0.927 下野市 323,876 0.911 全国平均 355,668 1.000   

出典：厚生労働省 医療費の地域差分析  

② 年齢階級別の１人当たり国保医療費 

    平成 30（2018）年度の本県の年齢階級別の１人当たり国保医療費を見ると、15

～19 歳を底に、年齢階級の上昇に伴い国保医療費が増加し、70 歳～74 歳の年齢階

級で 503,381円と最も高くなっている。 

   

平成 30（2018）年度年齢階級別の１人当たり国保医療費 

栃木県 全国

0～4歳 210,964 214,617

5～9歳 117,020 119,911

10～14歳 96,152 98,546

15～19歳 74,530 81,148

20～24歳 80,832 81,700

25～29歳 127,077 118,051

30～34歳 145,688 151,129

35～39歳 171,420 182,028

40～44歳 216,717 220,983

45～49歳 252,282 266,183

50～54歳 318,158 328,786

55～59歳 372,968 387,342

60～64歳 380,798 418,282

65～69歳 398,095 432,310

70～74歳 503,381 552,435

平均 331,232 354,341

年齢階級
１人当たり国保医療費（円）

  

503,381

74,530

552,435

81,148

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

全国 栃木県

 
出典：厚生労働省 医療費の地域差分析 

 

 

 

（単位：円） 
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    平成 26(2014)年度から平成 30(2018)年度までの本県の年齢階級別の１人当たり 

国保医療費は、下表のとおり一部の年齢層（0～4歳、20～24歳、70～74歳）を除き増加傾向 

にある。 

 

年齢階級別の１人当たり国保医療費の推移 
平成26(2014)年度

１人当たり国保
医療費（円）

１人当たり国保
医療費（円）

変動率
①

１人当たり国保
医療費（円）

変動率
②

１人当たり国保
医療費（円）

変動率
③

１人当たり国保
医療費（円）

変動率
④

①～④
平均変動率

0～4歳 234,919 245,531 104.5% 212,387 86.5% 217,774 102.5% 210,964 96.9% 97.6%

5～9歳 111,754 117,822 105.4% 123,346 104.7% 122,254 99.1% 117,020 95.7% 101.2%

10～14歳 81,844 83,981 102.6% 92,734 110.4% 97,432 105.1% 96,152 98.7% 104.2%

15～19歳 64,539 67,403 104.4% 70,589 104.7% 73,411 104.0% 74,530 101.5% 103.7%

20～24歳 82,171 82,762 100.7% 79,038 95.5% 80,647 102.0% 80,832 100.2% 99.6%

25～29歳 107,828 112,038 103.9% 121,941 108.8% 115,266 94.5% 127,077 110.2% 104.4%

30～34歳 134,932 139,373 103.3% 136,303 97.8% 138,040 101.3% 145,688 105.5% 102.0%

35～39歳 157,184 161,913 103.0% 175,197 108.2% 168,358 96.1% 171,420 101.8% 102.3%

40～44歳 186,787 195,902 104.9% 198,054 101.1% 211,223 106.6% 216,717 102.6% 103.8%

45～49歳 225,846 244,492 108.3% 240,739 98.5% 252,467 104.9% 252,282 99.9% 102.9%

50～54歳 279,699 293,717 105.0% 306,217 104.3% 312,513 102.1% 318,158 101.8% 103.3%

55～59歳 313,694 333,519 106.3% 345,315 103.5% 370,389 107.3% 372,968 100.7% 104.5%

60～64歳 357,439 374,926 104.9% 372,575 99.4% 382,932 102.8% 380,798 99.4% 101.6%

65～69歳 386,194 395,114 102.3% 397,984 100.7% 401,488 100.9% 398,095 99.2% 100.8%

70～74歳 511,249 529,957 103.7% 524,910 99.0% 519,310 98.9% 503,381 96.9% 99.6%

平均 297,267 313,134 105.3% 317,728 101.5% 327,402 103.0% 331,232 101.2% 102.8%

※　変動率は前年度比で算出し、変動率①は平成26(2014)年度を100％とする。

平成28(2016)年度平成27(2015)年度 平成30(2018)年度平成29(2017)年度

年齢階級

 

210,964

117,020

96,152

74,530

80,832

127,077

145,688

171,420

216,717

252,282

318,158

372,968

380,798

398,095

503,381

331,232

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成26

(2014)年度

平成27

(2015)年度

平成28

(2016)年度

平成29

(2017)年度

平成30

(2018)年度

 
出典：厚生労働省 医療費の地域差分析 

（単位：円） 
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（３）将来の見通し（Ｐ） 

  本県の今後の国保医療費について、「国民健康保険実態調査」や「医療費の地域差 

分析」（厚生労働省）、「日本の地域別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研

究所）、「年齢別人口調査結果」（栃木県統計課）を基に年齢階級別に推計を行っ

た。 

  推計方法は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 被保険者数 

・R２年度及び R７年度被保険者数 

＝ 該当年度の日本の地域別将来推計人口×H30度国保加入率（※１） 

 

※１ H30年度国保加入率（再掲） 

＝ H30国民健康保険実態調査の被保険者数÷H30年齢別人口調査結果（0-74歳） 

 

・R３年度から R６年度までの被保険者数 

＝ 前年度被保険者数＋｛（R7被保険者数－R2被保険者数）÷５｝ 

 

○ １人当たり国保医療費 

・R２年度１人当たり国保医療費 

＝ R元年度１人当たり国保医療費(※２)×H27～H30国保医療費平均変動率（※３） 
 

※２ R元年度１人当たり国保医療費 

＝ H30年度１人当たり国保医療費（※４）×H27～H30国保医療費平均変動率 

 

 ※３ H27～H30国保医療費平均変動率 

  ＝ ｛（H27年度１人当たり国保医療費÷H26年度１人当たり国保医療費）＋（H28年度１人当たり

国保医療費÷H27年度１人当たり国保医療費）＋（H29年度１人当たり国保医療費÷H28年度１人当

たり国保医療費）＋（H30年度１人当たり国保医療費÷H29年度１人当たり国保医療費）｝÷４ 

 

 ※４ H30年度１人当たり国保医療費 

   ＝ H30医療費地域差分析国保医療費総額÷H30 医療費地域差分析国保被保険者数 

 

・R３年度から R７年度１人当たり国保医療費 
＝ 前年度１人当たり国保医療費×H27～H30国保医療費平均変動率 

 

○ R２～R７までの国保医療費総額 

＝ 該当年度の被保険者数×該当年度の１人当たり国保医療費 
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  ① 被保険者数及び１人当たり国保医療費の将来推計 

令和７（2025）年度までに団塊世代が後期高齢者となることから被保険者数は減

少する。一方で、１人当たり国保医療費は増加すると推計される。 

 

年齢階級別の被保険者数及び１人当たり国保医療費の将来推計 

被保険者数
（単位：人）

１人当たり国保
医療費（円）

被保険者数
（単位：人）

１人当たり国保
医療費（円）

被保険者数
（単位：人）

１人当たり国保
医療費（円）

0～4歳 8,632 200,988 8,460 196,178 8,288 191,483

5～9歳 10,067 119,935 9,955 121,420 9,842 122,923

10～14歳 11,907 104,391 11,683 108,772 11,460 113,337

15～19歳 12,878 80,103 12,672 83,044 12,466 86,094

20～24歳 14,272 80,221 14,130 79,917 13,988 79,614

25～29歳 15,079 138,450 15,008 144,513 14,937 150,841

30～34歳 16,676 151,502 16,367 154,495 16,058 157,548

35～39歳 19,822 179,333 19,349 183,425 18,877 187,611

40～44歳 22,568 233,533 22,012 242,424 21,457 251,653

45～49歳 27,043 267,022 26,354 274,712 25,666 282,623

50～54歳 24,241 339,388 24,917 350,528 25,592 362,034

55～59歳 26,612 406,928 26,850 425,051 27,089 443,981

60～64歳 50,831 393,251 50,133 399,629 49,435 406,111

65～69歳 97,167 404,232 94,057 407,336 90,948 410,464

70～74歳 114,690 499,795 112,718 498,012 110,747 496,235

合計 472,484 344,280 464,666 348,148 456,848 352,230

被保険者数
（単位：人）

１人当たり国保
医療費（円）

被保険者数
（単位：人）

１人当たり国保
医療費（円）

被保険者数
（単位：人）

１人当たり国保
医療費（円）

0～4歳 8,115 186,901 7,943 182,428 7,771 178,063

5～9歳 9,730 124,445 9,617 125,985 9,505 127,545

10～14歳 11,236 118,093 11,013 123,049 10,789 128,213

15～19歳 12,260 89,255 12,054 92,532 11,848 95,929

20～24歳 13,846 79,313 13,704 79,012 13,562 78,713

25～29歳 14,865 157,447 14,794 164,341 14,722 171,538

30～34歳 15,749 160,661 15,440 163,835 15,131 167,072

35～39歳 18,405 191,893 17,932 196,272 17,460 200,751

40～44歳 20,901 261,234 20,345 271,179 19,789 281,504

45～49歳 24,978 290,762 24,290 299,136 23,601 307,751

50～54歳 26,267 373,918 26,943 386,192 27,618 398,869

55～59歳 27,327 463,754 27,565 484,407 27,804 505,981

60～64歳 48,737 412,698 48,038 419,392 47,340 426,194

65～69歳 87,838 413,616 84,729 416,791 81,620 419,992

70～74歳 108,775 494,464 106,803 492,700 104,831 490,942

合計 449,029 356,540 441,211 361,094 433,392 365,908

令和２(2020)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度

令和５(2023)年度 令和６(2024)年度 令和７(2025)年度

 

 

 

出展：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口 

厚生労働省 国民健康保険実態調査、医療費の地域差分析 / 栃木県 年齢別人口調査結果より作成 

※被保険者数については、市町による修正を反映。 
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  ② 国保医療費総額の将来推計 

   ①で示した被保険者数及び１人当たり国保医療費を乗じて算出した国保医療費総

額は減少すると推計される。 

  ※ 国保医療費総額の将来推計は、推計で使用する国保加入率等の影響があるため、①記載の被保険者及び１人当たり国保医 

療費を乗じた額と端数ズレが生じる。 

国保医療費総額の将来推計 

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

合計

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

合計

1,207,307,208 1,208,144,639 1,208,828,318

1,244,087,050 1,272,024,114 1,300,113,322

令和２(2020)年 令和３(2021)年 令和４(2022)年

1,735,012,027 1,659,579,733 1,586,768,822

2,085,971,601 2,167,433,720 2,252,026,064

2,526,073,294 2,528,888,895 2,530,806,692

1,030,775,577 1,051,810,884 1,072,991,671

1,145,114,665 1,129,201,365 1,113,397,050

7,218,485,566 7,238,752,004 7,254,123,150

8,225,083,113 8,733,241,134 9,265,980,468

3,552,161,711 3,547,261,306 3,540,256,390

5,268,169,594 5,333,638,959 5,396,476,758

39,272,651,840 38,319,959,041 37,349,509,706

57,324,754,211 56,113,854,205 54,911,724,203

10,827,523,947 11,416,038,986 12,035,594,644

19,986,887,695 20,027,753,163 20,064,809,682

162,650,059,096 161,747,582,147 160,883,406,939

2,525,783,602

1,066,631,857

1,137,218,844

1,384,911,913

1,209,918,374

1,383,252,765

1,328,318,173

1,209,354,431

1,516,496,916

159,276,104,080

52,533,571,335

35,354,446,471

20,126,963,225

13,374,316,776

10,409,522,792

7,268,962,340

5,513,060,931

3,519,552,938

12,687,792,831

9,824,370,099

7,264,298,032

5,456,388,456

3,531,052,745

2,531,789,644

2,339,866,383

1,097,701,103

1,094,299,907

2,530,797,223

令和７(2025)年令和６(2024)年令和５(2023)年

158,536,264,477

51,357,447,694

34,329,378,981

20,151,785,702

14,096,935,096

11,022,596,825

7,267,787,902

5,566,161,488

3,505,656,213

2,531,799,592

2,431,076,728

1,082,112,909

1,115,716,028

1,356,598,832

1,209,719,100

1,448,684,084

160,059,047,752

53,718,313,420

36,361,080,705

20,097,924,906

 

 

 

 

 

 

（単位：円） 
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２ 保険税水準及び収納状況 

（１）市町の保険税水準の状況 

   県全体の１人当たり保険税調定額は、全国順位の高位にあり、全国平均額を上回

っている。このことは、全国と比較し、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金が

少ないこと及び収納率が低いことが主な要因と考えられる。 

 

 １人当たり保険税調定額の推移 

年度 

栃木県 全国の 

1人当たり 

保険税調定額 

（単位：円） 

１人当たり 

保険税調定額 

（単位：円） 全国順位 

Ｈ２５(2013) 101,967  ２位 93,175  

Ｈ２６(2014) 100,888  ４位 93,203  

Ｈ２７(2015) 99,294  ８位 92,124  

Ｈ２８(2016) 92,283  ７位 86,286  

Ｈ２９(2017) 93,811  ７位 87,396  

Ｈ３０(2018) 89,645  １１位 87,625 

 

 

出典：厚生労働省 国民健康保険事業年報 

 

 

 

 

 

 

 

80,000

90,000

100,000

110,000
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栃木県 全国
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また、平成 30(2018)年度の市町別１人当たり調定額を見ると、最も高い高根沢町

の 108,047円と最も低い市貝町 74,932円とでは 1.44倍となっている。 

 

１人当たり調定額の市町別の状況 

保険者名 
１人当たり調定額 

（円） 
格差 保険者名 

１人当たり調定額 

（円） 
格差 

宇都宮市 88,366  1.18  茂木町 75,480  1.01  

足利市 79,760  1.06  市貝町 74,932  1.00  

栃木市 105,590  1.41  芳賀町 100,808  1.35  

佐野市 84,680  1.13  壬生町 92,943  1.24  

鹿沼市 84,566  1.13  下野市 96,957  1.29  

日光市 86,603  1.16  野木町 92,879  1.24  

小山市 91,593  1.22  塩谷町 89,244  1.19  

真岡市 100,259  1.34  さくら市 92,069  1.23  

大田原市 79,790  1.06  高根沢町 108,047  1.44  

矢板市 83,336  1.11  那須烏山市 81,252  1.08  

那須塩原市 88,783  1.18  那珂川町 83,782  1.12  

上三川町 105,352  1.41  那須町 89,159  1.19  

益子町 79,828  1.07     

 ※ 市貝町の調定額を 1.00とした場合の比率 

 

 

出典：厚生労働省 国民健康保険事業年報   

 

 

（２）保険税収納率の推移 
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 平成30(2018)年度の県全体の現年度分の保険税収納率は90.65％で、近年上昇傾向

にある。 

  全国と比較すると、平成21(2009)年度以降、全国平均を約２ポイントから約３ポ

イント下回って推移している。 

   なお、平成 20 年度の収納率が前年度に比べて大幅に低下したのは、保険税収納率

が相対的に高い 75 歳以上の者が後期高齢者医療制度に移行したこと等によるものと

考えられる。 

 

 

 栃木県及び全国の保険税（料）収納率の推移

 
                    出典：厚生労働省 国民健康保険事業年報 

 

 

 

（３）市町の保険税収納率の状況 

   平成 30(2018)年度現年度分の市町別の保険税収納率を見ると、87.64％から

96.64％と、9.00ポイントの差が生じている。 

今後、県全体の収納率の改善のためには、収納率の低い市町の要因分析と継続的

な収納対策の強化、収納率の高い市町の取組を他市町へ普及させるなどの対策が重

要である。 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

栃木県 87.47 87.42 87.48 85.14 84.77 86.01 87.04 87.88 88.38 88.79 88.94 89.50 90.15 90.65

全国 90.15 90.39 90.49 88.35 88.01 88.61 89.39 89.86 90.42 90.95 91.45 91.92 92.45 92.85

全国順位 45 45 45 46 46 45 46 44 46 46 46 46 46 46
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平成 30(2018)年度保険税収納率 

保険者名 収納率(%) 順位 収納率(%) 順位 収納率(%) 順位

宇都宮市 87.64 25 23.58 11 71.41 19

足利市 90.69 20 25.07 7 75.10 13

栃木市 88.58 24 16.36 23 68.18 24

佐野市 93.56 10 26.69 5 80.36 8

鹿沼市 90.45 21 23.96 9 68.54 23

日光市 89.39 22 24.16 8 69.85 22

小山市 88.81 23 17.32 22 65.95 25

真岡市 92.01 17 21.64 16 74.69 14

大田原市 94.85 6 32.27 3 80.60 5

矢板市 91.67 18 17.76 21 70.18 20

那須塩原市 92.23 15 23.51 12 73.61 15

上三川町 92.39 14 20.29 18 71.84 18

益子町 93.29 11 18.29 20 72.67 16

茂木町 96.64 1 23.15 13 83.09 2

市貝町 94.57 8 13.67 25 70.03 21

芳賀町 95.43 4 22.06 14 80.56 6

壬生町 91.35 19 18.48 19 72.24 17

下野市 94.77 7 29.97 4 81.49 4

野木町 96.02 2 15.04 24 83.18 1

塩谷町 95.84 3 21.79 15 78.07 9

さくら市 94.90 5 36.15 2 80.38 7

高根沢町 92.04 16 26.49 6 77.45 10

那須烏山市 94.15 9 38.37 1 83.05 3

那珂川町 92.64 13 21.05 17 75.58 12

那須町 92.87 12 23.69 10 75.92 11

県平均 90.65 22.58 72.89

Ｈ30(2018)現年度分 Ｈ30(2018)過年度分 Ｈ30(2018)合計

 

（４）所得の状況 

   所得階級別世帯数の分布を見ると、県全体では、平成30(2018)年度では「所得な

し」が39.2％となっており、全国の29.4％を上回り、「所得なし」から「１００万

円未満」までの階級について、本県は68.4％となっており、全国の58.4％を上回っ

ている。 

   一方、「所得なし」以外の各階級では、本県の所得の状況は、全国と同程度の世
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帯数割合を占めている。 

 

所得階級別世帯数割合        （％） 

所得階級 栃木県 全国 

所得なし 39.2  29.4  

～３０万円未満 9.5  8.3  

３０万円以上～４０万円未満 3.7  3.7  

４０万円以上～６０万円未満 5.7  5.8  

６０万円以上～８０万円未満 4.9  5.6  

８０万円以上～１００万円未満 5.4  5.6  

小計 68.4  58.4  

１００万円以上～１５０万円未満 11.6  13.0  

１５０万円以上～２００万円未満 7.0  9.0  

２００万円以上～２５０万円未満 4.2  6.0  

２５０万円以上～３００万円未満 2.6  3.7  

３５０万円以上～４００万円未満 2.5  4.1  

４００万円以上～５００万円未満 1.7  1.9  

５００万円以上～７００万円未満 1.0  1.7  

７００万円以上～１，０００万円未満 0.6  1.0  

１，０００万円以上～ 0.4  1.2  

合計 100.0  100.0  

所得不詳 2.6  5.9  

 

 

                                            出典：厚生労働省 国民健康保険実態調査 
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   また、平成 30(2018)年度の市町別の１人当たり所得を見ると、最も高い下野市が

783,329円、最も低い茂木町が 519,320円であり、市町間で 1.51倍の所得の差が生じ

ている。 

 

１人当たり所得の状況（平成 30(2018)年度） 

保険者名 
一人当たり所得

（円） 
比率(*) 保険者名 

一人当たり所得

（円） 
比率(*) 

宇都宮市                                 700,532  1.35  茂木町                                   519,320  1.00  

足利市                                   551,844  1.06  市貝町                                   595,643  1.15  

栃木市                                   624,068  1.20  芳賀町                                   776,686  1.50  

佐野市                                   607,603  1.17  壬生町                                   629,643  1.21  

鹿沼市                                   672,736  1.30  下野市                                   783,329  1.51  

日光市                                   607,672  1.17  野木町                                   711,116  1.37  

小山市                                   667,802  1.29  塩谷町                                   611,442  1.18  

真岡市                                   768,054  1.48  さくら市                                 714,323  1.38  

大田原市                                 683,121  1.32  高根沢町                                 742,831  1.43  

矢板市                                   614,569  1.18  那須烏山市                               590,016  1.14  

那須塩原市                               757,833  1.46  那珂川町                                 597,319  1.15  

上三川町                                 764,752  1.47  那須町                                   687,152  1.32  

益子町                                   583,604  1.12     

 

※ 茂木町の１人当たり所得を 1.00とした場合の比率  

 

 

出典：厚生労働省 国民健康保険実態調査  

 

 

３ 財政の状況と将来の見通し 

（１）財政収支 

  平成 30（2018）年度で見ると、全市町において差引収支はプラスとなっており、

繰上充用を行った市町はない。 
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  基金等繰入金や繰越金を除いた単年度収支（経常収支）は県内 11 の市町がマイナ

スとなっている。 

 

 

歳 入 歳 出 差引収支 単年度収支 

2,121億円 2,066億円 55億円 1億円 

 

 

 

（２）決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の状況 

平成 30（2018）年度は、1市町で決算補填等目的の法定外一般会計繰入を行って

いる。 

本県の１人当たりの金額は全国と比べて低い水準となっている。     

 

 

 

 H28（2016） H29（2017） H30（2018） 

栃木県 1,104円 389円 57円 

全 国 8,083円 5,921円 4,443円 

出典：H28,29,30国民健康保険事業状況（栃木県）の値から算出 

                          H28,29,30国民健康保険事業年報（厚生労働省）の値から算出 

 

（３）今後の見通し 

平成 30（2018）年度に全国の国保財政に追加公費 1,700 億円が投入され、本県に

おいても財政収支が改善したが、１人当たり医療費は年々増加する傾向にある。引

き続き、医療費適正化の取組を進めるとともに、必要に応じ、更なる公費拡充等に

より国保財政の安定化を図る必要がある。 

 

４ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 

（１）栃木県国民健康保険特別会計の収支バランスの確保 

   県が国保の保険者となることに伴い設置した栃木県国民健康保険特別会計（以下

「特別会計」という。）については、原則として必要な支出を国民健康保険事業費

納付金（以下「納付金」という。）や公費などにより賄うことにより、収支の均衡

を図るとともに、市町の健全な事業運営にも留意する必要がある。 

このため、特別会計において、必要以上に黒字幅や繰越金を確保することがない

よう、また、各年で保険税水準が過度に上下することがないよう、市町の財政状況

を見極めた上で、バランスの良い財政運営を行っていく必要がある。 

（２）市町国民健康保険特別会計の赤字の解消と財政の健全化 

   市町の国保財政を持続的かつ安定的に運営していくためには、原則として、必要

１人当たり決算補填等目的等の法定外一般会計繰入金額の推移（県全体・全国） 

財政収支の状況（県全体）（平成 30（2018）年度） 

出典：平成 30年度栃木県市町村国民健康保険の財政状況等 
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な支出を保険税や公費で賄うことにより、市町の国保特別会計において収支が均衡

していることが必要である。 

そのため、解消・削減すべき赤字の範囲を明確にし、赤字を段階的に解消するこ

とで国保財政の健全化を図るものとする。 

 

５ 赤字解消・削減の取組、目標年次等 

（１）解消・削減すべき赤字の定義 

   解消・削減すべき赤字については、国保制度の基盤強化に関する国と地方の協議

を踏まえ、「決算補填等目的の法定外一般会計繰入」と「繰上充用金の増加額（決

算補填等目的のものに限る。）」の合算額とする。 

 なお、決算補填等目的の法定外一般会計繰入額は、次の法定外一般会計繰入の分

類のうち①をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市町の赤字の解消・削減に向けた取組 

   平成 30 年度以降に解消・削減すべき赤字が生じた市町は、赤字の要因分析を行っ

た上で、赤字解消計画書を作成し、収納率の向上、健康づくりや医療費適正化の取

組、適正な保険税率の設定等により、赤字の解消・削減を図るものとする。 

 

（３）赤字の解消・削減の目標年次 

   国保が一会計年度ごとに収支管理を行うものであることから、原則として赤字発

生年度の翌年度に解消を図ることが望ましいが、被保険者の保険税負担の急変する

影響を踏まえること等により、単年度での赤字の解消が困難な場合は、５年程度の

中期的目標を定めるなど、段階的に赤字を削減することとする。 

（４）県の取組 

   県は、赤字解消計画に基づき赤字を解消・削減に取り組む市町に対し、市町ごと

 

① 決算補填等目的           

 ○決算補填目的のもの 

  ・保険税の収納不足のため 

  ・医療費の増加 

 ○保険者の政策によるもの 

  ・保険税の負担緩和を図るため 

  ・任意給付費に充てるため 

 ○過年度の赤字によるもの 

  ・累積赤字補填のため 

  ・公債費、借入金利息 

 

法定外一般会計繰入の分類 

② 決算補填等以外の目的 

 ・保険税の減免額に充てるため 

 ・地方独自事業の波及増補填等 

 ・保健事業費に充てるため 

 ・直営診療施設に充てるため 

 ・基金積立 

 ・返済金  

 



- 19 - 

 

に赤字の要因分析及び決算補填目的等の法定外繰入等の額を含む状況の公表を行

い、計画の進行管理及び適切な指導・助言を行う。 

 

６ 保険者努力支援制度等の活用 

医療費適正化等の取組を進めるために保険者努力支援制度を活用し、国保財政基盤

の強化を図る。 

県は平成30（2018）年度に保険者努力支援制度（市町村分）では十分に評価されな

い市町の取組について一層の推進を図るため、保険者努力支援制度（都道府県分）と

県繰入金の一部を財源とし、県独自の保険者努力支援制度を創設した。 

この県版保険者努力支援制度の具体的な評価指標については、市町との協議の上、

別に知事が定める。 

  市町は、保険者努力支援制度（市町村分）や県版保険者努力支援制度を活用し、医

療費適正化等に向けた取組を推進して、国保財政の収支改善を図るものとする。 

 

７ 栃木県国民健康保険財政安定化基金の運用 

（１）運用ルールの基本的な考え方 

   国保事業の財政安定化のため、医療給付費の増加や保険税収納不足等による財源

不足となった場合に備え、県に財政安定化基金を設置し、県及び市町に対し、貸付

又は特別な事情が生じた場合の交付等を行う。 

 

① 交付基準 

保険税収納額が保険税必要額に不足することに特別な事情があると認められる場

合に、財政安定化基金から資金を交付する。 

特別な事情とは、予算編成時に見込めなかった事情により、広く管内の被保険者

の生活等に影響を与え、収納率が大幅に低下するなど保険税収納額が大きく低下し

た場合とする。 

ただし、財政安定化基金から交付を行うのは、真にやむを得ないと認められる特

別な事情がある場合のみであり、収納不足時には、財政安定化基金から貸付を行う

ことが原則となる。 

特別な事情の例示は次のとおりであるが、特別な事情に該当するかについては、

収納額不足との因果関係なども考慮した上で、県において総合的に判断し、決定す

る。 

 

 

【特別な事情の例示】 

・ 多数の被保険者の生活に影響を与える災害が発生した場合 

・ 地域企業の破綻や主要作物の価格が大幅に下落するなど地域の産業に特別な事

情が生じた場合 

・ その他、上記に類するような大きな影響が多数の被保険者に生じた場合 
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② 交付割合 

   国民健康保険法（以下「国保法」という。）第 81 条の２の規定により、県が判断    

する市町の特別な事情や元々の収納率の設定状況等に応じて、その交付の範囲を収

納不足額の２分の１以内とする。 

 

③ 交付を行った場合の補填の考え方 

   交付を行った場合には、国、県及び市町がそれぞれ３分の１ずつを補填すること

とされているが、このうち、市町が行う補填については、交付を受けていない他の

市町の負担を考慮し、当該交付を受けた市町が補填することとする。 

 

 

第３章 市町における保険税の標準的な算定方法に関する事項 

 

１ 各市町の保険税の算定方法の状況 

（１）保険税の算定方式 

   平成29年４月１日時点で、医療分、後期高齢者支援金分（以下この項において

「後期分」という。）、介護納付金分（以下この項において「介護分」という。）

とともに、４方式を採用している市町が過半を占めていたが、３方式へ移行が進

み、令和２(2020)年４月１日時点で、３方式を採用している市町が過半を占めてい

る。 

 ３方式に次いで多いのは４方式を採用している市町であり、後期分、介護分が先

行して３方式に移行している。 

 

各市町の算定方式の採用状況（令和２(2020)年度） 

  ２方式 ３方式 ４方式 

医療分 １市町 ２１市町  ３市町 

後期分 １市町 ２３市町  １市町 

介護分 ２市町 ２２市町  １市町 

                       出典：栃木県国保医療課調べ 

※ ２方式：所得割、均等割 

３方式：所得割、均等割、平等割 

４方式：所得割、資産割、均等割、平等割 
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（２）賦課限度額 

   令和２(2020)年度においては、過半数の市町で国が定める賦課限度額（医療分）

の上限で賦課限度額（※１）を設定していない状況である。 

各市町の賦課限度額設定状況（令和２(2020)年度） 

 

 

 

 

 

 

 

※２は、国が定める賦課限度額の上限 

出典：栃木県国保医療課調べ 

        

※１ 賦課限度額：他の目的税と同様に応能原則の適用に一定の限度を設ける必要

から、課税の最高限度額を地方税法施行令（昭和25年７月31日

政令第245号）で明示し、被保険者の費用負担の上限を定めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療分 後期分 介護分 

６１万円※2 
５市町 

 
１９万円※2 

２２市町 
 
１６万円※2 

２３市町 
 

５８万円  
１０市

町 
１７万円 

１市町 
１４万円 

１市町 

５４万円  ７市町 １６万円 １市町 １０万円 １市町 

５２万円 １市町 １３万円 １市町 

５１万円 １市町   

５０万円 １市町   
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（３）応能割、応益割の賦課割合 

   現行国民健康保険法施行令（昭和33年12月27日政令第362号）では応能割：応益割

は標準割合として50:50で定められている。 

栃木県では、大半の市町は応益割に比べて応能割の割合が高い傾向にあり、医療

分においては、応能割の割合が50％以上55％未満は、11市町である。55％以上60％

未満は７市町、60％以上は２市町である。 

 各市町の応能割率、応益割率の賦課割合（平成30(2018)年度） 

  

賦課割合 

医療分 後期分 介護分 

応能割率 応益割率 応能割率 応益割率 応能割率 応益割率 

宇都宮市 49.67  50.33  50.60  49.40  48.64  51.36  

足利市 49.17  50.83  50.48  49.52  51.94  48.06  

栃木市 50.15 49.85  49.41  50.59  48.73  51.27  

佐野市 50.66  49.34  51.03  48.97  48.59  51.41  

鹿沼市 56.18  43.82  53.35  46.65  51.74  48.26  

日光市 50.20  49.80  48.80  51.20  50.01  49.99  

小山市 49.44  50.56  53.70  46.30  52.47  47.53  

真岡市 55.87  44.13  53.10  46.90  55.91  44.09  

大田原市 51.30  48.70  49.99  50.01  48.07  51.93  

矢板市 49.04  50.96  48.15  51.85  49.29  50.71  

那須塩原市 59.06 40.94  56.87  43.13  57.57  42.43  

上三川町 52.68  47.32  54.21  45.79  52.10  47.90  

益子町 59.29  40.71  58.94  41.06  48.53  51.47  

茂木町 53.80  46.20  58.41  41.59  45.36  54.64  

市貝町 55.26  44.74  55.80  44.20  50.00  50.00  

芳賀町 53.21  46.79  54.94  45.06  56.52  43.48  

壬生町 56.27  43.73  57.93  42.07  53.39  46.61  

下野市 50.83  49.17  52.96  47.04  53.85  46.15  

野木町 57.85  42.15  53.13  46.87  48.46  51.54  

塩谷町 49.54  50.46  50.24  49.76  53.14  46.86  

さくら市 52.23  47.77  49.86  50.14  51.94  48.06  

高根沢町 56.28  43.72  56.82  43.18  55.64  44.36  

那須烏山市 49.86  50.14  53.33  46.67  49.10  50.90  

那珂川町 48.91  51.09  49.26  50.74  49.08  50.92  

那須町 53.35  46.65  57.05  42.95  52.23  47.77  

市町平均 51.82   48.18   51.88 48.12   50.91   49.09   

               出典：栃木県国民健康保険事業状況     

 

※ 応能割：被保険者の保険料負担能力に応じて課税（所得割、資産割） 

応益割：被保険者として受ける利益に対して課税（均等割、平等割） 
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２ 納付金、標準保険料率の算定方法 

  県は、市町との協議により、納付金及び標準保険料率の算定方法を定め、市町別の

納付金額及びアからウまでの３種類の標準保険料率（※１）を市町に示す。 

  市町は、県が示した納付金額及び３種類の標準保険料率を参考に、保険料率を算定

する。 

ア 全国統一の算定基準による本県の保険税率の標準的な水準を示す数値である

「都道府県標準保険料率」 

イ 県内統一の算定基準による市町ごとの保険税率の標準的な水準を示す「市町村

標準保険料率」（※２） 

  ウ 各市町の算定基準をもとに算定した保険料率 

     ※１ 県内の市町においては、保険料ではなく保険税を採用しているが、国保法に規定する

用語「標準保険料率」を使用している。 

      ※２ イの「市町村標準保険料率」の算定方法については、（２）に記載する。 

 

（１）納付金の算定方法 

     納付金の算定式は、国のガイドライン（令和２年５月８日付け保発0508第９号厚

生労働省保険局長通知）に準じる。 

 ＜納付金算定式＞ 

  市町の納付金の額 

   ＝ （栃木県での必要総額） 

      ×｛α×（年齢調整後の医療費指数－１）＋１｝ 

      ×｛β×（所得のシェア）＋（人数のシェア）｝／（１＋β） 

      ×γ 

                             ※ γは、調整係数 

① 医療費水準（医療費指数反映係数αの設定の仕方） 

 ・納付金の配分に医療費水準を反映させることにより、各市町の医療費適正化イ

ンセンティブを働かせることが可能になることなどから、当面α＝１とする。

（医療費水準をすべて反映する。） 

       

② 所得水準（所得係数βの設定の仕方） 

医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれについて、全国平均の所

得水準を１とした場合の本県の所得水準に応じて、毎年度国から設定される係数

（β）により決定する。（応能割：応益割＝β：１） 

 

③ 納付金制度の導入により負担増となる市町への軽減措置（令和２(2020)年度ま

での激変緩和措置）の経過措置 

・当面、国の追加公費の一部（暫定措置分）及び県繰入金の一部を財源として、

当面、以下のとおり市町の負担を軽減する。 

・令和２(2020)年度の各市町の納付金総額と平成 28（2016）年度の決算ベースと
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で丈比べし、市町別の軽減措置対象額を算定する。算定に当たり軽減措置の対

象となる負担増の「一定割合」は、「県全体の伸び率」とする。 

・市町別に算定された「県平均超過割合（軽減措置相当％）」に応じて、市町別

の軽減措置額の漸減期間を定め、令和３（2021）年度からは、それぞれの市町

別に軽減措置額を漸減し、緩やかに標準化を図っていく。 

・なお、今後の経過措置の扱いについては、下記（３）の保険税水準の統一の議

論に併せて改めて検討する。 

 

④ 納付金の算定方式 

医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれ３方式とする。 

 

⑤ 所得割指数、資産割指数、均等割指数及び平等割指数 

    国民健康保険法施行令及び地方税法（昭和 25年７月 31日法律第 226号）に定め

られている標準割合と同じ割合とし、所得割指数 1.0、資産割指数 0、均等割指数

0.7、平等割指数 0.3とする。 

 

⑥ 賦課限度額 

      地方税法施行令に規定する額と同額とする。 

 

（２）標準保険料率の算定方法 

① 標準的な保険料算定方式 

医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれ３方式とする。 

 

② 所得割指数、資産割指数、均等割指数及び平等割指数 

    国民健康保険法施行令及び地方税法に定められている標準割合と同じ割合とし、

所得割指数 1.0、資産割指数 0、均等割指数 0.7、平等割指数 0.3とする。 

  

③ 賦課限度額 

      地方税法施行令に規定する額と同額とする。 

 

④ 標準的な収納率 

各市町の収納率の実績を踏まえ、市町別に毎年度設定する。具体的には、当

面、過去３ヵ年の収納率の平均とする。 

 

（３）保険税水準の統一に向けた検討 

  ① 市町ごとに医療費水準等に差があることに留意しつつ、将来的には保険税水準

の統一を目指すこととし、統一化の定義等について、県と市町で議論を進める。 
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第４章 市町における保険税の徴収の適正な実施に関する事項 

 

１ 各市町における収納対策の状況 

 令和元(2019)年６月 1 日現在、県内全市町における滞納世帯は全世帯の 13.5％とな

っており、保険税の滞納は、国保財政を圧迫する要因の１つとなっている。 

令和元(2019)年９月 1日現在の全市町の主な収納対策の実施状況は、収納体制の強化

として、約７割に当たる 17 市町が研修を実施し、３割に当たる８市町が税の専門家を

配置している。 

また、収納方法の改善として、全市町がコンビニ収納を実施するほか、11 市町が多

重債務相談を実施している。 

納付方法については、口座振替の加入率が、全国平均が 39.55％に対して栃木県は

29.74％と低調な状況となっている。 

  滞納処分としては、全市町において財産調査、差押を実施している。 

 

 

    

世帯数 滞納世帯数 短期被保険者証発行世帯数 資格証明書発行世帯数 

283,190世帯 

（100.0％） 

38,110世帯 

（13.5％） 

11,456世帯 

（4.0％） 

5,393世帯 

（1.9％） 

 

 

 

項目 具体的な収納対策 実施市町数 

要綱の作成 収納対策要綱等の作成 15市町 

収納体制の強化 

コールセンターの設置  6市町 

税の専門家の配置  8市町 

研修の実施 17市町 

国保連合会設置の徴収アドバイザーの活用  3市町 

収納方法の改善 

口座振替の原則化  2市町 

ＭＰＮ（※）を利用した口座振替の推進  3市町 

コンビニ収納 25市町 

ペイジーによる納付方法の多様化  3市町 

クレジットカード支払い  5市町 

多重債務相談の実施 11市町 

滞納処分 

財産調査 25市町 

差押 25市町 

捜索 25市町 

インターネット公売 21市町 

タイヤロック 19市町 

 

 ※ ＭＰＮ・・・マルチペイメントネットワークの略。各種収納機関と金融機関を結び、顧客・金融機関・収納機

滞納世帯等の状況 （県全体・令和元(2019)年 6月１日現在) 

収納対策の実施状況 （令和元(2019)年 9月 1日現在) 

 出典：栃木県国保医療課調べ 
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関の間で発生する、さまざまな決済に関わるデータを伝送するためのインフラ。このマルチペイメ

ントネットワークを活用して実現されているサービスを「ペイジー」と呼んでいる。 

   

 

 

  

納付組織 口座振替 特別徴収 自主納付 

収納率 
  

加入率 収納率 加入率 収納率 加入率 収納率 加入率 収納率 
順 

位 
    ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％  

9 栃木県 0.09    99.90    29.74    95.82    18.03    100.00    52.15    61.63    90.65    46     

全国（平均） 0.54    92.54    39.55    96.38    15.10    99.92    44.81    67.93    92.85    － 

 

 

２ 収納率目標の設定 

（１）収納率目標の達成状況 

   平成30年度末時点における保険者規模別の現年度分収納率目標の達成状況は、以

下のとおり25市町のうち６市町が達成したが、過半数が未達成だった。 

 

   

  

目標収納率 
H30収納率  

（％） 
順位 目標値との差 市 町 名 

  

宇都宮市 92.0 87.64 22 ▲ 4.36 

足利市 94.0 90.69 18 ▲ 3.31 

栃木市 94.0 88.58 25 ▲ 5.42 

佐野市 94.0 93.56 9 ▲ 0.44 

鹿沼市 94.0 90.45 20 ▲ 3.55 

日光市 94.0 89.39 23 ▲ 4.61 

小山市 94.0 88.81 24 ▲ 5.19 

真岡市 94.0 92.01 13 ▲ 1.99 

大田原市 94.0 94.85 4 0.85 

矢板市 95.0 91.67 19 ▲ 3.33 

那須塩原市 94.0 92.23 12 ▲ 1.77 

上三川町 95.0 92.39 16 ▲ 2.61 

益子町 95.0 93.29 11 ▲ 1.71 

茂木町 95.0 96.64 1 1.64 

納付方法別収納率の実施状況 （H30(2018)年度) 

収納率目標達成状況（現年度分） （H30(2018)年度) 

       出典：栃木県国保医療課調べ 
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市貝町 95.0 94.57 8 ▲ 0.43 

芳賀町 95.0 95.43 7 0.43 

壬生町 95.0 91.35 21 ▲ 3.65 

下野市 94.0 94.77 6 0.77 

野木町 95.0 96.02 2 1.02 

塩谷町 95.0 95.84 5 0.84 

さくら市 95.0 94.90 3 ▲ 0.10 

高根沢町 95.0 92.04 17 ▲ 2.96 

那須烏山市 95.0 94.15 10 ▲ 0.85 

那珂川町 95.0 92.64 15 ▲ 2.36 

那須町 95.0 92.87 14 ▲ 2.13 

 

（２）収納率目標 

   収納率目標については、現年度分を確実に収納することにより、新規滞納発生を

防止することが重要であるため、現年度分について設定する。なお、市町は、引き

続き滞納繰越分の圧縮に努める。 

  一般的に規模が大きい保険者は収納率が低くなる傾向が見られること及び上記の

収納率目標の達成状況を考慮して、引き続き保険者規模別の現年度分の保険税収納

率の目標は、前期の運営方針に定める目標を維持して次のとおりとする。 

・被保険者数1万人未満の保険者・・・・・・・・・・・・・・・・95％以上 

・被保険者数1万人以上5万人未満の保険者・・・・・・・・・・・ 94％以上 

・被保険者数5万人以上10万人未満の保険者・・・・・・・・・・・93％以上 

・被保険者数10万人以上の保険者・・・・・・・・・・・・・・・ 92％以上 

   収納率目標を達成した市町においては、引き続き収納率の向上に努める。 

 

３ 収納率向上に向けた取組の推進 

  市町は、滞納の早期解消や効率的・効果的な滞納整理を図るため、滞納整理に取り

組む職員の育成、意欲の維持・向上に努めるとともに、早期に滞納者の財産調査を含

めた実態把握及び滞納世帯が抱える事情の丁寧な把握に努め、滞納している要因を分

析の上、収納対策等に取り組む。 

  県は、県全体の収納率の底上げと各市町における収納率目標の達成のため、栃木県

国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）等と連携・協働し、市町の

意見やニーズを踏まえながら、以下の取組により市町を支援していく。 

  ・副市町長を構成員とする地方税滞納整理推進機構本部会議の開催 

  ・徴収アドバイザーや徴収指導員等の派遣 

  ・収納担当職員を対象とした研修会や各市町との勉強会の開催 

       出典：栃木県国保医療課調べ 
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   （徴収対策、口座振替の原則化、マルチペイメントネットワークの導入推進等） 

  ・市町、国保連合会と連携した、口座振替の勧奨を含めた納税にかかる広報、 

周知キャンペーン 

  なお、滞納世帯に関しては、資格証明書発行の基準となる１年以上の滞納となる前

に、まずは財産調査を含めた実態調査を行い、滞納世帯が抱える事情の丁寧な把握に

努め、短期被保険者証を活用して滞納者との接触の機会を増やす等して、きめ細かく

対応するよう、引き続き県は市町に助言する。 

 

第５章 市町における保険給付の適正な実施に関する事項  

 

１ 現状 

（１）診療報酬明細書（レセプト）点検等の状況 

本県の平成 30(2018)年度のレセプト点検における被保険者 1 人当たり財政効果額

は、1,678 円となっており、全国と比較すると低い状況にはある。診療報酬保険者負

担総額に対する財政効果率をみると、全国の 0.73％に対して、本県は 0.64％と全国

を下回っている。また、財政効果総額は約 8億円となっており、国保財政の改善に貢

献している。 

市町におけるレセプト点検実施体制は、職員、嘱託職員等による自庁点検が 14 市

町、国保連合会委託が 11市町となっている。 

 

 

 
 本  県 全  国 

H29 

(2017) 

財政効果総額※１（千円） 760,472 60,195,852 

一人当たり過誤調整金額（円） 1,333 1,601 

一人当たり返納金等調定額（円） 193 438 

一人当たり財政効果額（円） 1,526 2,039 

財政効果率※２（％） 0.60 0.69 

H30 

(2018) 

財政効果総額（千円） 797,288 61,385,405 

一人当り過誤調整金額（円） 1,434 1,740 

一人当り返納金等調定額（円） 244 430 

一人当り財政効果額（円） 1,678 2,170 

財政効果率（％） 0.64 0.73 

  ※１ 財政効果総額 ＝ 過誤調整金額＋返納金等調定額 

  ※２ 財政効果率  ＝ 財政効果総額÷診療報酬保険者負担総額 

   出典：国民健康保険事業の実施状況報告 

 

 

 レセプト点検財政効果額等 

レセプト点検等実施体制 （令和元(2019)年度） 
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実 施 方 法 実施市町数 

レセプト２次点検の実施 25市町 

 ①自庁点検（職員、嘱託職員等） 14市町 

 ②国保連へ委託 11市町 

 

 

（２）療養費の支給状況 

本県の平成 30(2018)年度の療養費の支給状況は、1,722,771千円のうち柔道整復師

への支給が 1,378,548千円となっており、全体費用の 80.0％となっている。 

また、柔道整復に係る被保険者照会については、平成 30(2018)年度において 25 市

町が実施している。 

 

 

         

    （単位：千円） 

 

項 目 

  

件数 費用額 
件数 

構成比 

費用額 

構成比 

 診療費 4,859 71,531 2.5% 4.1% 

  補装具 3,955 154,488 2.1% 9.0% 

 療養費 柔道整復師 177,157 1,378,548 92.1% 80.0% 

  あん摩･ﾏｯｻｰｼﾞ 3,306 76,965 1.7% 4.5% 

  はり･きゅう 2,857 30,888 1.5% 1.8% 

  その他 222 10,351 0.1% 0.6% 

  計 192,356 1,722,771 100.0% 100.0% 

  海外療養費（再掲） 177 5,187 0.1% 0.3% 

 

出典：国民健康保険事業年報 

         

 

 

実施市町数 件数 

25市町 698件 

 

 

 

 

（３）第三者行為求償事務の状況 

平成 30(2018)年度にレセプトの給付発生原因関係等の点検又は傷病届の自主的

な届出（損害保険会社代行分を含む）等による第三者行為求償に係る調定件数及

       出典：栃木県国保医療課調べ 

出典：栃木県国保医療課調べ 

  柔道整復に係る被保険者照会の実施状況 （平成 30(2018)年度） 

  療養費の支給状況 （平成 30(2018)年度実績） 
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び調定金額は、県全体で 286件、金額では 1億 3千万円を超え、そのうち交通事故

によるものは、280件である。 

平成 30(2018)年度における市町の取組状況としては、全市町が一般社団法人日

本損害保険協会等と第三者行為による傷病届の提出に関する覚書を締結し、全市

町において国の示す評価指標等を参考に数値目標を設定している。 

 

 

 

区  分 
受付件数 調定件数 収納額 

（新規受付） 調定額 滞納額 

交

通

事

故 

自動車賠償責任保険（自

動車・原動機付自転車） 

301件 197件 21,205千円 

（168件） 21,205千円 0千円 

任意保険（自動車・原動

機付自転車） 

188件 72件 106,899千円 

（88件） 106,899千円 0千円 

第三者直接求償（自動

車・原動機付自転車） 

12件 8件 1,253千円 

（1件） 1,253千円 0千円 

個人賠償責任保険 

（自転車） 

1件 1件 1,339千円 

（0件） 1,339千円 0千円 

第三者直接求償 

（自転車） 

4件 2件 67千円 

（3件） 67千円 0千円 

小    計 
506件 280件 130,763千円 

（260件） 130,763千円 0千円 

業務上傷病 

 

－  2件 32千円 

－ 32千円 0千円 

そ

の

他 

個人賠償責任保険等

（自転車以外） 

－ 2件 81千円 

－  81千円 0千円 

第三者直接求償 
－ 2件 112千円 

－  112千円 0千円 

第三者行為求償調定実績合計 
－ 286件 130,988千円 

－ 130,988千円 0千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三者行為求償の状況 （平成 30(2018)年度) 

 出典：国民健康保険事業の実施状況報告 
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取組内容 実施市町 

① 第三者行為の疑いのあるレセプトを抽出し、

被保険者に確認作業を行っている。 
25市町 

② 第三者求償の適正な事務を行うために、一般

社団法人日本損害保険協会等と第三者行為によ

る傷病届の提出に関する覚書を締結している。 

25市町 

③ 第三者求償事務に係る評価指標について、数

値目標を設定している。 
25市町 

④ 消防や地域包括支援センター、警察、病院、

保健所、消費生活センター等の関係機関から救

急搬送記録等の第三者行為による傷病発見の手

がかかりとなる情報の提供を受ける体制を構築

している。 

14市町 

⑤ 各市町のホームページに第三者求償のページ

等において、傷病届の提出義務について周知

し、傷病届の様式（覚書様式）をダウンロード

できるようにしている。 

25市町 

⑥ 国保連合会等主催の第三者求償研修に参加

し、知識の習得に努めている。また、求償アド

バイザーの助言などを得て、課題の解決に取り

組んでいる。 

25市町 

⑦ 求償専門員の設置や国保連合会と連携、債権

回収の庁内連携など、第三者直接請求を行う体

制を構築し、第三者直接求償を行っている。 

25市町 

 

 

２ 保険給付の適正化に向けた今後の取組方針 

（１）保険給付の点検、事後調整に関する事項   

ア 保険給付の点検 

・地域の医療提供体制等を詳細に把握している市町は、適正な保険給付に努め、

レセプト点検事務を引き続き実施する。 

・県は、レセプト点検事務の充実強化を図るため、審査支払事務を行い豊富な知    

識・経験を有する国保連合会と共同し、点検担当者の点検事務処理水準の向上

と育成環境の整備を目的に、担当職員、管理監督者等のための研修を実施して

いくとともに、広域的見地からレセプト点検事務に活用できる情報を提供する

など、効果的な点検の実施を促進する。 

・県は、国保総合システムの機能を活用する等して、被保険者が同一医療機関で

算定回数が定められている診療行為等について県内他市町に転居した場合の点

第三者行為求償の取組状況 （平成 30(2018)年度） 

出典：栃木県国保医療課調べ 
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検等、広域的見地から給付点検を実施する。なお国保総合システムの機能拡大

を踏まえて、適宜点検内容を見直すこととする。 

 

イ 不当利得・不正利得への対応 

・市町は、資格喪失後受診等に伴う不当利得の事務処理について、過誤調整、又

は保険者間調整を基本に、被保険者本人への返還請求（不当利得請求）と併せ

て行う。 

・県は、監査等により広域的に生じた過誤によって発生した不当利得について、

関係機関と必要な調整を行う。 

・保険医療機関や施術所等において広域的かつ大規模な不正請求事案が発生した      

場合において、「保険医療機関等又は指定訪問看護事業所に係る不正利得の回

収に係る事務処理要領」により、県が市町からの委託を受けて返還金の請求手

続き等を行う。 

 

（２）療養費の支給の適正化に関する事項 

ア 柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう 

市町は、柔道整復師、はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施

術に係る療養費について支給申請書の内容点検を実施し、疑義が生じた場合、必

要に応じて被保険者に照会を行う等、適正な支給に努める。 

県は、国保連合会と共同して、支給の適正化、標準化を図るため、市町に対す

る技術的助言の実施、研修会・勉強会の開催、栃木県国保運営方針連携会議（以

下「連携会議」という。）等における情報共有等を通じて、市町の取組を支援す

る。また、県は、被保険者に対する適正受診の普及・啓発に努める。 

 

イ 海外療養費 

市町は、パスポートによる渡航歴の確認などを通して把握した疑義案件に対し

て、被保険者へ聞き取りを行うとともに、必要に応じて、再翻訳や現地照会に関

する国保連合会への業務委託を活用する等、適正な支給に努める。 

県は、市町に対する技術的助言の実施、研修会・勉強会の開催、連携会議等に

おける情報共有等を通じて、市町の取組を支援する。 

 

（３）第三者求償の取組強化に関する事項 

市町は、損害保険団体との連携強化や被保険者への広報活動等により、第三者行為

に係る速やかな届出を促進するとともに、レセプト点検の強化等により、第三者行

為の発見手段の拡大を図り、求償事務の取組強化に努める。 

県は、適宜、市町に対する技術的助言を実施するほか、第三者行為求償事務に関す

る研修会等を通じて、国保連合会と共同して市町の取組を支援する。 

   

（４）高額療養費の多数回該当の取扱いに関する事項  
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   国保制度改革により、都道府県内の区域内に住所を有する者が被保険者とされた

ことから、県内で市町をまたがる住所の異動があっても資格取得・喪失の異動はな

く、高額療養費の該当回数を通算する。 

高額療養費制度について、国は、世帯を主宰し、主たる生計維持者である世帯主

に着目して、世帯の継続性を判定することを原則としており、世帯の継続性に係る

判定の取扱いは､国の参酌基準に基づき、市町は高額療養費の該当回数を通算する。 

 

 

第６章 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項 

  第２章に記載のとおり、県の１人当たり医療費は、全国平均と比較して低いもの

の、増加傾向にある。このことは、被保険者が負担する保険税負担の増加につながる

とともに、国保財政の支出に影響を与えている。国保の財政基盤を強化するために

は、被保険者の健康の保持・増進を推進するとともに、良質かつ適切な医療を提供す

る体制の確保を通じて、医療に要する費用の適正化を推進する必要がある。 

   

１ 現状 

（１）特定健康診査の状況 

    高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）に基づき、平成

20(2008)年から特定健康診査・特定保健指導制度が開始された。特定健康診査は、

生活習慣病に着目した健康診査として、40 歳から 74 歳までの被保険者を対象に

実施するものである。県民の健康づくり、疾病の早期発見・早期治療の促進を図

り、健康寿命を延伸するため、特定健診の実施率を向上させることは重要である。 

県においては、特定健康診査の実施率は微増であるが伸びており、平成 30 年度

の県全体の市町国保の特定健康診査受診の対象者数は 329,247人で、そのうち受診

者数は 120,584人となり、受診率は 36.6％であった。平成 29年度の 35.4％と比較

して 1.4 ポイント上回ったが、平成 30 年度の全国の受診率 37.9％を 1.3 ポイント

下回っている。 
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図表 28,29 出典：栃木県国保医療課調べ 

                                   ※ H30年度は速報値を使用 

 

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

栃木県 29.6 30.7 31.5 32.8 33.8 34.5 35.4 36.6

全国 32.7 33.7 34.2 35.3 36.3 36.6 37.2 37.9
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 市町国保 特定健康診査の実施状況の推移 

％ 

全国平均 37.9 

県平均 36.6 

％ 
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（２）特定保健指導の状況 

特定保健指導は、特定健診の受診結果により、生活習慣を改善が必要な対象者

に対して行う生活指導であり、疾病の予防や重症化を防止するために重要である。 

平成 30 年度において特定健康診査を受診した者のうち、特定保健指導の対象に

なった者は、県全体の市町国保で 13,730 人となった。対象者のうち特定保健指導

を終了した者（4,604 人）の割合（以下「特定保健指導実施率」という。）は、

33.5％であり、平成 29年度 32.2％と比較して 1.3ポイント上回り、平成 30年度の

全国の実施率 28.9％を 4.6ポイント上回っている。 

 

 

 

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

栃木県 27.0 29.0 28.5 26.1 28.8 29.0 32.2 33.5

全国 19.4 19.9 22.5 23.0 23.6 24.7 25.6 28.9

0.0
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％

 市町国保 特定保健指導の実施状況の推移 
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 出典：栃木県国保医療課調べ 

※ H30年度は速報値を使用 

（３）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用状況 

   後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、先発医薬品と治療学的に同等であるもの

として製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられること

から、先発医薬品に比べて薬価が安くなっており、後発医薬品を普及させることは、

患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものである。 

平成 30 年 9 月診療分における県内市町国保のジェネリック医薬品使用割合は

73.5％であり、全国平均と比較すると 1.0ポイント上回っている。 

平成 31年 3月診療分については、平成 30年 9月調剤分と比較して、全市町の利用

率が上昇し、県平均が 2.3ポイント上昇した。 

 

 

 

            

     （単位：％） 

保険者名 
H30.9使用

割合 

Ｈ31.3使用

割合 
保険者名 

H30.9使用
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Ｈ31.3使用

割合 

宇都宮市 70.7% 73.4% 市貝町 74.1% 75.9% 

足利市 78.9% 80.4% 芳賀町 72.7% 75.8% 

栃木市 74.8% 77.5% 壬生町 74.7% 76.4% 
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【平成 30(2018)年 9月診療分及び平成 31(2019)年 3月診療分の比較】 

全国平均 28.9

８ 

県平均 33.5 



- 37 - 

 

佐野市 75.3% 78.0% 下野市 76.9% 79.5% 

鹿沼市 72.6% 74.8% 野木町 76.3% 78.9% 

日光市 75.4% 77.4% 塩谷町 72.9% 75.7% 

小山市 73.7% 75.5% さくら市 73.5% 75.3% 

真岡市 77.7% 79.6% 高根沢町 64.4% 68.9% 

大田原市 71.1% 73.1% 那須烏山市 64.7% 66.5% 

矢板市 70.0% 74.2% 那珂川町 75.8% 75.2% 

那須塩原市 72.3% 74.1% 那須町 72.9% 76.4% 

上三川町 75.0% 77.0% 県平均 73.5% 75.8% 

益子町 80.3% 81.9% 全国平均※ － 75.1% 

茂木町 75.1% 76.3%    

 

出典： 厚生労働省 保険者別後発医薬品使用割合           

（平成 30(2018)年 9月診療分及び平成 31(2019)年 3月診療分）             

※全国平均は、医療費適正化計画関係のデータセット（2018年度診療分の NDBデータ）の値を使用  

（４）その他の取組の状況 

平成 30(2018)年度において、特定健康診査及び特定保健指導の未受診者対策につ

いては、24市町以上において実施しており受診率向上等の取組が進められている。 

また、糖尿病等の重症化予防の取組（かかりつけ医との連携した取組）について

は 23 市町で実施されていたところだが、令和元年度保険者努力支援制度においては、

21市町が全ての取組について指標で評価された。 

平成 28 年度において策定した「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」に基づき、

栃木県医師会（以下「県医師会」という。）及び栃木県保険者協議会（以下「県保

険者協議会」という。）と連携して、市町の取組を推進している。 

平成 30(2018)年度までに、全市町がデータヘルス計画を策定し、データを活用し

た取組を実施している。 
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取組内容 実施市町数 

 特定健康診査の未受診者対策事業の実施 25市町 

 特定保健指導の未実施者対策事業の実施 24市町 

 糖尿病等の重症化予防の取組 

（かかりつけ医との連携した取組） ※ 
23市町 

 データヘルス計画の策定  25市町 

 医療費通知の送付 ※ 25市町 

 個人へのインセンティブの提供の実施 ※ 16市町 

 後発医薬品差額通知の送付及び効果の確認 ※ 22市町 

 重複・多剤投与者に対する取組 ※ 25市町 

 地域包括ケアの取組 ※ 14市町 

出典：栃木県国保医療課調べ 

※については、保険者努力支援制度評価指標ベースで実施数を計上 

  

 

 

糖尿病性腎症重症化予防の取組項目（2018年度実施状況を評価） 達成市町数 

①から⑤の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施して

いる。 
① 対象者の抽出基準が明確であること 

② かかりつけ医と連携した取組であること 

③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 

④ 事業の評価を実施すること 

⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議 

等との連携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること。 

 

 

 

 

 

 

２３市町 

⑥ 受診勧奨を、①の基準に基づく全ての対象者に対して、文書の送付

等により実施していること。また、実施後、対象者の受診の有無を確

認し、受診が無い者にはさらに面談等を実施していること。 

 

２１市町 

⑦ ①の抽出基準に基づく対象者のうち、保健指導を受け入れることを

同意した全ての対象者に対して、面談、電話又は個別通知を含む方法

で実施していること。また、実施後、対象者の HbA1ｃ、eGFR、尿蛋

白等の検査結果を確認し、実施前後で評価していること。 

 

 

２１市町 

 

２ 医療費の適正化に向けた今後の取組方針 

  県は、栃木県医療費適正化計画を踏まえ、これまで市町、県保険者協議会、国保連

合会等の関係者と連携して、特定健康診査・特定保健指導の推進や保険者における健

康増進事業の推進のための支援等を実施してきたところである。 

令和２年度からは、人生100年時代を見据え、国は保険者努力支援制度を抜本的に強

化し、予防・健康づくりを強力に推進していることから、県及び市町は、都道府県ヘ

医療費適正化に係る取組状況（平成 30(2018)年度） 

保険者努力支援制度における糖尿病重症化予防の取組結果（令和元(2019)年度） 
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ルスアップ支援事業や市町村国保ヘルスアップ事業等を活用し、以下の取組を推進す

る。 

  

（１）特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上 

市町は、特定健康診査受診率60％、特定保健指導実施率60％という全国の目標を

踏まえ、市町毎の特定健康診査等実施計画に定める受診率等の達成を目指す。 

広報誌や自治会の会議の場等を通じて、被保険者に対する広報・普及啓発を実施

するとともに、がん検診等との同時実施、住民に身近な地域での実施など、健診を

受診しやすい環境整備に取り組む。未受診者の要因分析を行うとともに、電話によ

る勧奨やＡＩを活用する等の様々な勧奨方法を検討の上、地域の実情に応じた効果

的な受診勧奨に取り組む。 

県は、マスメディア等を活用した広報・普及啓発を実施するとともに、特定保健

指導担当職員を対象とした研修会の開催、受診率の高い自治体の取組例に係る情報

提供、受診勧奨方法等の検証を通じて、市町の取組を支援する。 

 

（２）データヘルス計画に基づく効率的・効果的な保健事業の実施 

市町は、第２期データヘルス計画の中間評価・見直し等を踏まえたデータヘルス

計画により、生活習慣病予防対策、被保険者への分かりやすい情報提供等、地域の

課題に応じた保健事業等をＰＤＣＡサイクルに基づき実施する。 

県は、国保連合会が設置する保健事業支援評価委員会に参画し、適宜、国保デー

タベース（ＫＤＢ）システムを活用する等して、市町への助言を行うとともに、好

事例に係る情報提供や情報交換のための研修会の開催等を通じて、市町の取組を支

援する。 

 

（３）糖尿病等生活習慣病重症化予防に向けた取組の推進 

市町は、「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」等に基づき、健診結果やレセプ

トデータから対象者抽出ツールを活用して、効率的に対象者を選定し、医療機関へ

の受診勧奨やかかりつけ医と連携した保健指導等を行う。 

県は、県医師会や県保険者協議会と連携した各種会議での説明やセミナーの開

催、広報誌への掲載等により、「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」の周知・普

及を図るとともに、保健指導担当職員を対象とした研修会等において、研修や情報

交換を通じて、保健指導のスキルアップを図るなど、市町の取組を支援する。ま

た、栃木県糖尿病予防推進協議会等と、県内の取組状況や課題について問題意識を

共有し、課題解決に向けた議論を進める。 

 

（４）後発医薬品の安心使用の促進 

市町は、後発医薬品の使用率の向上を図るため、リーフレットやジェネリック医

薬品希望シールの配布、先発医薬品との差額通知の送付により、後発医薬品の普及

啓発、利用促進に努める。 
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県は、引き続き、県医師会等関係機関との連携による環境整備に取り組むととも

に、後発医薬品の使用率（数量シェア）の把握、普及啓発及び市町への情報提供等

により、市町の取組を支援する。 

 

（５）適切な受療行動の促進（重複・頻回受診、重複・多剤服薬者の是正） 

市町は、国保連合会のレセプトデータ等を活用し、適切に医療機関を受診するこ

とについて支援を必要とする重複・頻回受診者や重複・多剤服薬者の把握に努める

とともに、重複・多剤服薬者に対しては、県作成の「重複・多剤服薬者等への保健

指導の手引書」を活用する等、支援の必要な被保険者に対して、保健師等の専門職

による保健指導を行う。 

県は、先進的な取組に係る情報提供等を通じて、重複・頻回受診、重複・多剤服

薬者の是正に向けた市町の取組を支援する。 

    

（６）その他医療費適正化に向けた取組の推進 

県及び市町は、関係機関等と連携しながら、個々の住民の予防や健康づくりに向

けた取組へのインセンティブ（ポイントに応じた報奨）の提供、国保の視点からの

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組など、医療費の適正化に向けた取

組を積極的に進める。 

なお、市町は、保健事業実施にあたっては、適宜、庁内関係課室、国保連合会、

広域連合及び関係団体等と連携し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（以

下「一体的実施」という）を推進する。 

県は、国保データベース（ＫＤＢ）システム等を活用するとともに、国保連合

会、広域連合及び関係団体等と連携し、市町の保健事業の一体的実施を支援する。 

 

３ 栃木県医療費適正化計画との関係 

栃木県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供

の推進に関する目標及び取組内容と整合を図り、地域の実情を踏まえた医療費適正化

を推進する。 

 

 

第７章 市町の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 

 

１ 現状 

 広範な保険者事務を個々の市町が全て処理することには相当な負担が伴うことか

ら、県内全市町が会員として加入する国保連合会において、図表のとおり共同事業等

を実施して、保険者事務の共通化、効率化を図っている。 

（１）保険者事務の共同実施 

 診療報酬明細書等の被保険者資格の確認及び給付内容の点検等を実施するととも

に、保険者ネットワーク制御システムを利用し、給付関係の諸帳票・諸資料を市町
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に提供するほか、高額療養費支給申請・決定帳票、療養費支給決定帳票、被保険者

証（高齢受給者証を含む）の作成等の保険者事務を支援している。 

 また、診療報酬明細書（レセプト）の電子化に伴い、平成23年９月より全国統一

の国保総合システムを利用することにより、下記の業務を市町の端末を介して実施

している。 

  (ｱ) 資格管理業務 

  (ｲ) 療養費窓口申請業務・療養費支給管理業務 

  (ｳ) 資格・給付確認業務 

  (ｴ) 給付記録管理業務 

  (ｵ) 高額療養費業務 

  (ｶ) 高額介護合算療養費業務 

  (ｷ) 共同処理関係帳票等作成業務（保険者月報・基準給付費調査等） 

  (ｸ) 退職者適用適正化業務 

 

なお、国保総合システム内にある保険者レセプト管理機能を利用し、レセプト

の一括管理を行うことによって、市町におけるレセプト保管を不要とし、疑義の

ある診療報酬明細書に係る再審査の事務処理軽減を図っている。 

その他、広報事業について、国保連合会広報委員会で協議し、被保険者に対す

る国保事業の啓発等のため、県内統一のポスター作成、特定健診の受診促進や保

険税納付推進のマスメディアを活用した広報事業等を実施している。 

 

（２）医療費適正化の共同実施 

 医療費通知書・後発医薬品差額通知書作成、レセプト点検等、医療費適正化の取

組を共同で実施している。 

また、第三者行為求償事務共同処理事業として、専門的な知識が求められる交通

事故等に係る損害賠償請求権の事務について、市町からの委託を受け共同で処理し

ている。 

 

（３）収納対策の共同実施 

   保険税納付促進の広報の他、収納担当職員への研修、保険税収納アドバイザーに

よる研修・実地指導を共同で実施し、市町の取組を支援している。 

 

（４）保健事業の共同実施 

 保健事業専門研修会、特定健診・特定保健指導等担当者研修会、特定健診・特定

保健指導データ活用研修会等の実施により、市町の保健事業を支援している。 

 また、平成26(2014)年度から、保健事業支援・評価委員会等を設置し、市町の国

保データヘルス事業を支援している。 

 

 
共同実施の状況（令和元(2019)年度） 
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項目 事務等 
実施 

市町数 

１ 

保
険
者
事
務
の
共
同
実
施 

(1)通知等の 

作成 

被保険者証の作成 22 

被保険者台帳の作成 25 

高額療養費の申請勧奨通知の作成 23 

療養費支給決定帳票の作成 25 

高額療養費支給申請・決定帳票の作成 25 

高額療養費通知の作成 22 

(2)計算処理 

高額療養費支給額計算処理業務 25 

高額介護合算療養費支給額計算処理業務 25 

退職被保険者の適用適正化電算処理業務 25 

(3)統計資料 
疾病統計業務 25 

事業月報・年報による各種統計資料作成 25 

(4)資格・ 

給付関係 

資格管理業務 25 

資格・給付確認業務 25 

被保険者資格及び異動処理事務 25 

給付記録管理業務（給付記録台帳の作成） 25 

(5)その他 

各種広報事業 25 

国庫補助金等関係事務 25 

共同処理データの提供 25 

市町村基幹業務支援システムの参加促進 0 

２ 

医
療
費
適
正
化
の 

共
同
実
施 

医療費通知 25 

後発医薬品差額通知書 24 

後発医薬品調剤実績・削減効果実績の作成 19 

レセプト点検（2次点検） 11 

レセプト点検担当職員への研修 25 

第三者行為求償事務共同処理事業 25 

医療費適正化に関するデータ提供 25 

高度な医療費分析 25 
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３ 

収
納
対
策
の
共
同
実
施 

広域的な徴収組織の設立・活用の推進 0 

保険税納付促進の広報 25 

収納担当職員への研修 25 

保険税収納アドバイザーによる研修・実地指導 25 

滞納処分マニュアルの作成 25 

マルチペイメント・ネットワークの共同導入 0 

多重債務者相談事業の共同実施 0 

資格喪失時の届出勧奨 0 

４ 

保
健
事
業
の 

 
 

共
同
実
施 

特定健診の受診促進に係る広報 25 

特定健診・特定保健指導等の研修会・意見交換会の実施 25 

特定健診データの活用に関する研修 25 

特定保健指導の共通プログラムの作成 0 

特定健診・特定保健指導の委託単価・自己負担額の統一 0 

重複・頻回受診者に対する訪問指導の共同実施 0 

糖尿病性腎症重症化予防の取組の共同実施 0 

 

２ 広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組 

被保険者へのサービス水準の維持向上及び市町の事務負担の軽減を図るため、連携

会議において、事務の効率化・標準化・広域化の観点から、保険者事務の課題等につ

いて、県、市町、国保連合会が連携して共同実施を検討していく。 

 

３ 保険税水準の統一化に伴う事業運営上の課題の検討 

県と市町は、保険税水準の統一化等に向けた議論を深めることに伴い、保険税水準

統一化に伴う事業運営上の課題（国保税減免基準の統一化等）について議論するた

め、連携会議において並行して事業運営上の課題を整理・検討する。 
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第８章 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に

関する事項 

 

１ 保健医療サービス・福祉サービスとの連携 

県及び市町は、緊密な連携の下、堅実な財政運営や適正な保険給付等に取り組むと

ともに、各種の保健事業など医療費の適正化に向けた取組を積極的に推進していくこ

とが重要であり、地域包括ケアシステムの深化・推進にも留意しながら、保健医療サ

ービスや福祉サービスとの有機的な連携を図っていく。 

（保健医療サービス・福祉サービスとの連携の具体的な取組例） 

○地域ケア会議への国保主管課の参画（地域課題の把握と対策の企画） 

○保健事業と介護予防に係る取組との一体的実施及び効率的な実施（糖尿病重症化予防

の取組、重複・多剤服薬者等への保健指導等での連携） 

○高齢者の健康づくりに繋がる地域の活動への国保主管課としての支援の実施 

○後期高齢者医療制度と連携した保健事業の実施 

○健診（検診）結果やレセプトデータなどを活用した要支援者の抽出及び関係機関

と連携した個別支援の実施（情報提供、受診勧奨、保健指導など） 

○国保直診施設を拠点とした地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組の実

施 

  

２ 各種計画との整合性の確保 

本方針の策定及び推進に当たっては、「栃木県地域医療構想」、「栃木県保健医療

計画」、「栃木県健康増進計画（とちぎ健康プラン２１）」、「栃木県高齢者支援計

画（はつらつプラン２１）」等との整合を図る。 

 

 

第９章 第３章～第８章に掲げる事項の実施のために必要な関係市町相互間の連絡調整 

その他県が必要と認める事項 

 

１ 栃木県国民健康保険運営協議会の運営 

栃木県国民健康保険運営協議会において、運営方針に基づく国保事業について、毎

年度、県が実施状況について報告し、事業運営の改善に向けた意見を聴取する。 

 

２ 栃木県国保運営方針連携会議の運営 

連携会議において、国保制度の運営について関係者間の意見交換及び意見調整を行

う。 

同会議に設置された４つの分科会（財政運営分科会、資格管理・保険給付分科会、

国保税分科会及び保健事業分科会）においては、国保運営に関する個別具体的な案件

について協議する。 
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３ 国民健康保険事業に係る検証 

運営方針に基づく県及び市町の取組について、毎年度、ＰＤＣＡサイクルにより分

析・評価を行い、速やかな改善に繋げる。 

 （１） 市町は、毎年度、事業の実施状況を分析・評価し、県に報告するとともに、

必要に応じて改善に取り組む。 

 （２） 県は、市町の取組状況を取りまとめ、事業実施状況等を評価するとともに、

必要な指導助言を行う。 

     また、県としての取組についても毎年度、分析・評価し、必要な改善を行

う。 

 （３） 県は、取組状況、目標の達成状況等を、連携会議にフィードバックし、市町

と情報を共有するとともに、栃木県国民健康保険運営協議会に報告し、意見を

聴取する。 

 


